
■ 調停 

第三者（調停人）の仲介によって解決案（調停案）が作成・提示され、これに当事者が同意す

れば解決となります。 

もし調停案が気に入らなければ、これを拒否することもできます。 

 

 

 

 

「あっせん」と「調停」は、手続に関与する第三者が積極的に解決案を提示するかどうかで一

般的には区別されます。機関によっては「あっせん」においても解決案を提示するところもあ

ります。 

区別の仕方は各機関によって異なりますので、ご利用の際は各機関がどのような活動を行

っているかを事前によく確認することが重要です。 

■ 仲裁 

当事者間の合意（これを「仲裁合意」といいます）に従って、第三者（仲裁人）が紛争につい

て判断（仲裁）を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争を解決します。仲裁判断は、

裁判の判決と同じように、強制力が認められています。 

 

 

 

 

 

さまざまなＡＤＲがありますが、大きく分類すると次のようなタイプにわけることができます。  

■ 助言型 

当事者間の自主的な解決を促すために第三者が助言を行うもの 

例：相談 

 ※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広

くとらえて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています。  

■ 調整型 

当事者間の合意により紛争の解決を図ろうとするもの 

例：調停、あっせん  

「助言」「あっせん」と「調停」は、当事者の合意による自発的解決を補助するための手続で
す。 
有効なあっせん・調停が行われた場合には、みずから解決法を選択できるため、当事者が
納得しやすい紛争解決が可能です。  
ただし、合意した解決案を相手に強制することはできません。 

「仲裁」のメリットは、簡易・迅速性、柔軟性といった他の手続と同様のメリット以外に、仲裁
人の提示した解決案を相手に強制することができる、ということがあげられます。ただし、
仲裁合意を行うと、その紛争については裁判を受けられなくなってしまうという効果が発生
してしまいます。また、仲裁には上訴に相当する制度がなく、仲裁判断に不服を申し立てる
ことはできません。 

ＡＤＲにはどんなタイプのものがあるのですか？ 

手続の種類による分類 
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■ 裁断型 

あらかじめ第三者の審理・判断に従うという一般的な合意の下に手続を開始するもの 

例：仲裁  

■ 司法型 

裁判所内で行われるもの 

例：民事調停、家事調停 

■ 行政型 

独立の行政委員会や行政機関などが行うもの 

例：全国の消費生活センターや国民生活センターの相談、あっせん 

 →全国の消費生活センターや国民生活センターではどんなことをしているのですか？ 

 公害等調整委員会、建設工事紛争審査会  

■民間型 

弁護士会、消費者団体、業界団体などが運営するもの 

例：弁護士会仲裁センター、各種ＰＬセンター 

 民間の事業者が行うＡＤＲについては、 

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）（←条文）という法律が定め

られています。 

 

裁判とＡＤＲには、多くの点で違いがあります。 

裁判を起こすのに相手の同意は必要ありませんが、あっせん・調停・仲裁手続では相手の同

意がなければ手続を始められません。 

裁判は、原則的に公開で行われますが、ＡＤＲは非公開で行われます。 

裁判では、第三者である裁判官が解決案となる判決を下します。 

判決には強制力があり、当事者がこれを拒否することはできませんが、控訴・上告することが

できます。 

ＡＤＲのうち、調停・仲裁手続では解決案が提示されますが、調停手続で提示された解決案に

は強制力がありません。 

仲裁手続で提示された解決案には強制力があり、これを拒否したり、不服を申し立てることは

できません。 

※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広くとら

えて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています 

 

提供主体による分類 

裁判と ＡＤＲ の違いは？ 
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手続を利用するのに相手の同意が必要か 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

必要 
不必要 必要 必要 

（仲裁合意） 
不要 

第三者が解決案を提示するか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

しない しない する する する 

（＊1） （＊2） （調停案） （仲裁判断） （判決） 

＊1 必要な対応を助言 

＊2 機関によっては提示 

 

提示された解決案を拒否できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― できない 
― 

（＊3） 
できる 

（訴訟の提起不可） 
できない 

＊3 提示された場合には拒否できる 

 

解決案を相手に強制できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― 
― 

（＊4） 
できない できる できる 

＊4 提示された場合でも強制できない 

 

手続・解決案は公開されるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

されない されない されない されない される 
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第２回配布資料一覧 

我が国のADR機関の概要（※１） 

［未定稿］
平成１４年３月現在

 
 

 区分
担当
官庁
等

設立 対象事案
紛争処理方

法
手続主宰者

受理件数（※
2）

平均審理期
間

情報提供 財政基盤 手数料

民事調停 司法
型（民
事調
停法）

裁判
所

昭和
26年
（民事
調停
法制
定、施
行）

民事に関す
る紛争（民事
一般、商事、
宅地建物、交
通、公害、農
事、鉱害、特
定）

調停（なお、
地代等の増
減請求に関
する事件は
調停前置）

調停委員会
（裁判官と2
名以上の調
停委員。事案
に応じて専門
家調停委員
を指定）

317,986件（う
ち簡裁
315,577件）

2.4ヶ月（約8
割が3ヶ月以
内に終了）

事件数等を
年報で公表

政府予算、手
数料収入

有料
（価額
に応じ
た申立
手数
料）

家事調停 司法
型（家
事審
判法）

裁判
所

昭和
23年
（家事
審判
法施
行）

家事に関す
る紛争（夫婦
や親族間の
紛争）

調停（家事調
停事項につ
いては、調停
前置）

調停委員会
（裁判官と2
名以上の調
停委員。事案
に応じて専門
家調停委員
を指定）

114,822件 4.7ヶ月 事件数等を
年報で公表

政府予算、手
数料収入

有料
（900
円）

国民生活セ
ンター・相談
部

行政
型

内閣
府

昭和
45年

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ、要望等

斡旋、自主交
渉の助言、情
報提供等

消費生活専
門相談員の
資格を持つ
非常勤職員、
職員

相談：8,137件
（うち苦情：
5,279件）

斡旋：約2ヶ
月 
斡旋以外：１
日

ＨＰ、月刊誌
に典型事例
を公表

政府予算（国
民生活センタ
ーの運営予
算に含まれ
る）

無料

国民生活セ
ンター・消費
者苦情処理
専門委員会

行政
型

内閣
府

平成7
年

国民生活セ
ンターに寄せ
られた一般消
費者からの

会長に対す
る助言及び
それに附帯
する業務

委員(15名以
内）、委員
長、委員長代
理の他、事案

なし（難解な
事例当につ
いて年間10
数件助言を

Ｎ．Ａ． 公表が原則 政府予算（国
民生活センタ
ーの運営予
算に含まれ

無料
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消費者問題
に関する苦
情のうち、国
民生活センタ
ー会長より諮
問があった事
案

ごとに委員長
が指名する3
名以内の委
員からなる小
委員会を置
き、委員会に
かわって事案
に対する助
言及びそれ
に附帯する
業務を行う。

得ている） る）

消費生活セ
ンター（都道
府県・政令指
定都市・市区
町村（地方公
共団体により
名称異なるこ
とあり））

行政
型

内閣
府

昭和
40年
以降

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ等

斡旋，自主交
渉の助言，情
報提供等

地方公共団
体職員，消費
生活専門相
談員の資格
を持つ者等

534,769件（全
消費生活セ
ンター合計）

Ｎ．Ａ． 地方公共団
体の広報誌
等

地方公共団
体予算

無料

苦情処理委
員会（都道府
県・政令指定
都市・市区町
村（地方公共
団体により名
称異なること
あり））

行政
型

内閣
府

昭和
40年
以降

消費者から
消費生活上
の被害を受
けた旨の申
出のうち、消
費生活に著し
く影響を及ぼ
し、また及ぼ
す恐れがあ
る紛争

斡旋，調停 知事等の付
属機関で、学
識経験者，事
業者代表，消
費者代表か
らなる合議体

Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． 地方公共団
体の広報誌
等

地方公共団
体予算

無料

交通事故相
談所（都道府
県・政令指定
都市・市区町
村（１５７か
所））

行政
型

内閣
府

昭和
42年
以降

交通事故に
関する相談

相談 相談員 133,725件（都
道府県・政令
指定都市） 
市町村につ
いては統計
なし

Ｎ．Ａ． 地方公共団
体ごとに異な
る（未把握）

地方公共団
体予算

無料
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(財)交通事故
紛争処理セ
ンター

民間
団体
型（公
益法
人）

内閣
府

昭和
53年

交通事故に
関する紛争

相談、斡旋、
審査（約定に
より、保険会
社等は裁定
を遵守）

相談、斡旋は
弁護士。審査
会は、大学教
授、裁判官経
験の弁護士
並びに経験
の深い弁護
士より選任さ
れた3名以上
の審査員に
より構成

新受：6,003件
（うち和解成
立3,644件、
審査申立393
件）

約2ヶ月（示
談斡旋）

ＨＰ、事業及
び収支報告
書での件数
等の公表等

運用財産（保
険・共済団体
等（自賠責運
用益）からの
寄付）

無料

(社)全国消費
生活相談員
協会

民間
団体
型（公
益法
人）

内閣
府  

昭和
62年

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ、要望等

主として自主
交渉の助言，
斡旋（一部），
情報提供

消費生活専
門相談員

1,088件 自主交渉の
助言，情報提
供は即日。斡
旋は１～２か
月

年次報告書，
小冊子，イン
ターネット上
での情報提
供

会費等 無料

特定非営利
活動法人患
者の権利オ
ンブズマン

民間
団体
型（Ｎ
ＰＯ法
人）

内閣
府

平成
11年

医療・福祉の
観点からの
苦情相談支
援，調査点検
事業

苦情相談支
援対話の促
進，同行支
援，記録支
援，調査アド
バイス

市民相談員・
専門相談員

約2000件（平
成11年の設
立から）

Ｎ．Ａ． 年次報告書，
冊子，インタ
ーネット上で
の情報提供，
情報誌等

Ｎ．Ａ． 無料

特定非営利
活動法人消
費者ネット関
西

民間
団体
型（Ｎ
ＰＯ法
人）

内閣
府

平成
12年

各種消費者
問題の調査・
研究・救済・
支援事業

消費者法ゼミ
を開催し，会
員が消費者
被害事例を
持ち寄って検
討し，具体的
救済策を探る
とともに，ケ
ースによって
は救済支援
を行う。

弁護士 Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． ゼミの
参加料
は無料

特定非営利
活動法人日

民間
団体

内閣
府

平成
12年

インターネット
サイト上の個

相談、斡旋 弁護士会と
連携をとり，

相談：2件（13
年7月以降）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム

ライセンスフ
ィー

無料
（ただ
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本技術者連
盟

型(Ｎ
ＰＯ法
人)

人情報に関
する紛争

事案によって
は弁護士に
依頼

ページ等 し、弁
護士会
利用の
場合
は、そ
の規定
による）

特定非営利
活動法人日
本ガーディア
ンエンジェル
ス

民間
団体
型(Ｎ
ＰＯ法
人)

内閣
府

平成8
年

インターネット
上の消費者
問題

相談，斡旋 ボランティア Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

一般からの
寄付金

無料

特定非営利
活動法人シ
ロガネ・サイ
バーポール

民間
団体
型(Ｎ
ＰＯ法
人)

内閣
府

平成
13年

インターネット
関係の紛争
（スパムメー
ル，ネットオ
ークション等）

相談 弁護士及び
一般ボランテ
ィア

相談：169件
（平成13年4
月～12月）
（オークション
28,電話料金
10,誹謗中傷
55,プライバシ
ー侵害11,迷
惑メール13,
アダルト28件,
他24件）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

ボランティア
活動による

相談は
無料

インターネット
消費者対策
弁護団

民間
団体
型

内閣
府

平成
10年

インターネット
上の消費者
問題

相談、斡旋 弁護士 相談：約１５０
件（平成12年
度上半期）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

Ｎ．Ａ． 相談は
原則無
料

ＷＥＢ１１０ 民間
団体
型

内閣
府

インターネット
上の消費者
問題

相談 ボランティア Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

Ｎ．Ａ． 相談は
無料

主婦連合会 民間
団体
型

内閣
府

昭和
23年

消費者問題
一般

相談，斡旋 ボランティア 相談：367件 Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． 会費 無料

全国信用金
庫協会・しん
きん相談所

民間
団体
型（公

金融
庁

昭和
50年

信用金庫取
引に関する
苦情・相談

質問、相談、
要望、苦情

協会職員 苦情・要望：
197件相談：
346件

Ｎ．Ａ． 金融庁作成
のパンフレッ
ト等に連絡先

協会予算 無料
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